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船舶事故調査報告書 

 

平成３０年１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２９年２月２６日 １０時３０分ごろ～１３時３０分ごろ

の間） 

発生場所 不明（山口県下関市鯖
さば

釣
つり

山西方沖～同市蓋
ふた

井
おい

島北方沖の間） 

事故の概要 漁船開
かい

栄
えい

丸は、航行中、無人の状態で発見された。 

船長は、後日、遺体で発見された。 

事故調査の経過 平成２９年３月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 開栄丸、１.１トン 

ＹＧ３－５４９４４（漁船登録番号）、個人所有 

６.９１ｍ（Lr）×１.７７ｍ×０.５３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、平成６年１月２３日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年５月２１日 

免許証交付日 平成２５年１１月１４日 

（平成３１年４月２６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 約４.３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、水温 約１３.４℃ 

 事故の経過 本船は、船長（以下「本船船長」という。）が１人で乗り組み、鯖

釣山西方沖で一本釣り漁を行う目的で、平成２９年２月２６日０７時

００分ごろ下関市二見
ふ た み

漁港を出港した。 

本船は、１０時３０分ごろ、下関市壁
かべ

島西方約１kmのところで、付

近で操業中の僚船に近づき、本船船長が、僚船の船長に、釣果がよく

ないので漁場を変更する旨の話をした後、南西方に向かった。 

本船は、１３時３０分ごろ、蓋井島北方沖において、南西方向に無

人で航行しているところを、付近を航行していたプレジャーボートに

発見され、同プレジャーボートの乗組員が本船に移乗して停船させる
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とともに１１８番通報を行い、海上保安庁の要請により、同プレジャ

ーボートの乗組員が操船して、最寄りの蓋井島漁港に入港した。 

本船船長は、６月１４日１８時１５分ごろ、下関市豊北
ほうほく

町の海岸

に、遺体で漂着しているところを通行人により発見された。 

本船船長は、司法解剖の結果、推定２月２６日ごろ死亡し、死因は

不詳と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 本船は、無人で航行しているところを発見されたとき、漁具の引き

縄が船尾から海中に入った状態で、船内に携帯電話が残っていた。 

本船船長は、出港前自宅にいたとき、及び１０時３０分ごろ僚船の

船長と会話したときに、ふだんと変わった様子はなかった。 

本船船長は、０７時００分ごろの出港時に他の僚船の船長が目撃し

たとき、及び１０時３０分ごろ僚船の船長と会話したとき、救命胴衣

を着用していなかった。 

本船は、二見漁港から下関市厚
あつ

島間の、陸岸から約１～２海里

（Ｍ）の海域を漁場としていた。 

本船船長は、ふだん、立った姿勢で操業を行っていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

本船船長の死因は、不詳であった。 

本船は、２月２６日１０時３０分ごろ本船船長が僚船の船長と会話

した後、１３時３０分ごろ蓋井島北方沖において無人で航行している

ところを発見されたことから、この間において、本船船長が落水した

ものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかっ

た。 

本船船長は、救命胴衣を着用せず、落水したものと考えられる。 

本船は、無人で航行しているところを発見されたとき、漁具の引き

縄が船尾から海中に入った状態であったことから、本事故時、操業中

であったものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、鯖釣山西方沖において操業中、本船船長が、落

水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

・小型漁船に１人で乗船して漁ろうに従事するときは、救命胴衣を

着用すること。 

・緊急時の連絡手段を確保するため、防水型の携帯電話又は防水パ

ックに入れた携帯電話を身に付けておくことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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▲ 鯖釣山 
本船船長が僚船の船長と会話した場所 

（平成２９年２月２６日 

１０時３０分ごろ） 


